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８月５日１３時３０分より道労働局７階会議室で平

成２８年度の道地域最低賃金を決定する審議会の第

４回が開催されました。７月２９日の第３回審議会

では労使の意見が真っ向から対立するものの１０月

１日発効では意見が一致していました。その後数回

開催された小委員会では経営側が目安以下の１０円

台の主張に固執し１０月１日発行も危ぶまれるまま

８月５日を迎えました。経営側はこれまでの中小企

業支援策の強化や助成制度改善等に一切触れず支払

能力論に固執し、これまでの議論経過を無視する暴

挙に出ました。労働側委員は不誠実な姿勢であり企

業の社会的責任を放棄した無責任な意見であると強

く抗議しました。この状況の中公益委員から中賃目

安は重要として２２円が提示され経営側のみ反対の

まま結審しました。１０月１日から北海道地域の最

賃は７８６円となります。後半の特定最賃引上げも

ガンバロー！ 

第３次安倍内閣が３日明らかになりました。安倍

首相は記者会見で経済対策を最優先課題と宣言し

ました。そして「働き方改革」の案を年度内にま

とめるとし・長時間労働の是正・同一労働同一賃

金・介護離職ゼロ・保育士及び介護職の処遇改善

を政策課題として挙げています。耳触りの良い内

容です。これまでの労働法制改革の議論経過を見

８月５日 最賃引上げ昼集会で大幅引き上げを

求める連合組合員！ 

れば労働者の意見無で検討するのは明らかです。

働かせる側主導の改革です。また、労働時間規制

緩和・解雇の金銭解決の案は今着々と議論されて

います。臨時国会前に必ず「働かせ方改革」の先

陣として出てきます。許してはいけません！連合

石狩地協は労働法制改悪阻止の市民集会を企画中

です。全員参加で改悪阻止を実現しよう！ 


